
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
百
九
十
四
号

多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
施
行
令

内
閣
は
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
行
政
機
関
の
庁
舎
の
新
築
等
の
場
合
の
通
知
事
項
）

第
一
条
　
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
項
の
庁
舎
の
新
築
又
は
使
用
に

関
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
の
営
繕
計
画
書
を
財
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
新
築
を
し
よ
う

と
す
る
庁
舎
の
位
置
並
び
に
当
該
庁
舎
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
行
政
機
関
の
官
署
の
名
称
及
び
当
該
官
署
の

処
理
す
る
事
務
の
概
要

二
　
国
の
庁
舎
等
の
使
用
調
整
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
庁
舎
等
使
用
現
況
及
び
見
込
報
告
書
又
は
同
条
第
二
項
の
書
面
を

財
務
大
臣
に
送
付
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
使
用
又
は
使
用
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
庁
舎
の
位
置
並

び
に
当
該
庁
舎
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
行
政
機
関
の
官
署
の
名
称
及
び
当
該
官
署
の
処
理
す
る
事
務
の
概
要

（
行
政
機
関
の
庁
舎
の
新
築
等
の
場
合
の
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
新
築
又
は
新
た
な
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
庁
舎
の
全
部
が
居
室
以
外
の
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
場
合

二
　
使
用
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
庁
舎
を
現
に
使
用
し
て
い
る
官
署
の
み
が
引
き
続
き
当
該
庁
舎
を
使
用
し
、

又
は
当
該
庁
舎
を
現
に
使
用
し
て
い
る
官
署
以
外
の
官
署
が
当
該
庁
舎
の
全
部
又
は
一
部
を
居
室
以
外
の
も
の

と
し
て
の
み
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

三
　
新
た
な
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
庁
舎
の
使
用
に
関
す
る
事
項
が
法
第
四
条
第
五
項
の
新
築
に
関
す
る
事
項
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
さ
れ
て
い
る
場
合

四
　
新
築
又
は
新
た
な
使
用
若
し
く
は
使
用
の
変
更
の
目
的
が
現
に
使
用
し
て
い
る
庁
舎
の
改
築
等
の
た
め
の
一

時
的
な
使
用
で
あ
る
場
合

（
特
殊
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
新
設
等
の
場
合
の
通
知
）

第
三
条
　
特
殊
法
人
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
新
設
し
、
又
は
移
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
特
殊
法
人
を
監

督
す
る
大
臣
は
、
当
該
新
設
さ
れ
る
事
務
所
又
は
移
転
後
の
事
務
所
の
位
置
、
当
該
特
殊
法
人
の
名
称
及
び
当
該

事
務
所
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
の
概
要
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
特
殊
法
人
を
監
督
す
る
大
臣
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
特

殊
法
人
を
監
督
す
る
大
臣
が
、
当
該
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
振
興
拠
点
地
域
に
係
る
中
核
的
施
設
）

第
四
条
　
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
研
究
施
設

二
　
実
験
施
設
又
は
観
測
施
設

三
　
情
報
処
理
施
設

四
　
電
気
通
信
施
設
又
は
放
送
施
設
（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
を
含
む
。
）

五
　
展
示
施
設
又
は
見
本
市
場
施
設

六
　
研
修
施
設
又
は
会
議
場
施
設

七
　
交
通
施
設
（
道
路
及
び
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
、
民
間
事
業
者
が
設
置
及
び
運
営
す
る
も
の
に
限
る
。
）

八
　
事
業
場
と
し
て
相
当
数
の
企
業
等
に
利
用
さ
せ
る
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
、
当
該
企
業
等
の
業
務
の
円
滑
な

実
施
を
図
る
た
め
、
情
報
処
理
又
は
電
気
通
信
を
高
度
に
行
う
た
め
の
機
能
並
び
に
建
築
設
備
の
制
御
及
び
作

動
状
態
の
監
視
を
高
度
に
行
う
た
め
の
機
能
を
有
す
る
も
の

九
　
流
通
業
務
施
設

十
　
教
育
施
設

十
一
　
教
養
文
化
施
設

十
二
　
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

十
三
　
休
養
施
設

十
四
　
医
療
施
設

十
五
　
前
各
号
に
該
当
し
な
い
施
設
で
あ
つ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、
展
示
等
の
用
に
供
す
る
た
め
の
多
様
な
機

能
を
有
す
る
も
の

（
人
口
及
び
行
政
、
経
済
、
文
化
等
に
関
す
る
機
能
が
過
度
に
集
中
し
て
い
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
）

第
五
条
　
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
平
成
四
年
三
月
一
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
区

域
と
す
る
。

一
　
首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
及
び
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
並
び
に
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市
開
発
区
域
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る

区
域

イ
　
土
浦
市
、
茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町
、
同
県
新
治
郡
出
島
村
、
同
県
同
郡
千
代
田
町
及
び
同
県
同
郡
新
治
村

の
区
域

ロ
　
つ
く
ば
市
及
び
茨
城
県
稲
敷
郡
茎
崎
町
の
区
域

ハ
　
熊
谷
市
及
び
深
谷
市
の
区
域

二
　
近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域

三
　
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域

（
東
京
都
区
部
と
社
会
的
経
済
的
に
一
体
で
あ
る
広
域
）

第
六
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
広
域
は
、
平
成
四
年
三
月
一
日
に
お
け
る
前
条
第
一
号
に
掲
げ

る
区
域
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
業
務
核
都
市
に
係
る
中
核
的
施
設
）

第
七
条
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
第
四
条
各
号
（
第
二
号
、
第
十
号
、
第
十
三

号
及
び
第
十
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

（
施
設
ご
と
に
定
め
る
主
務
大
臣
）

第
八
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
大
臣
は
、
第
四
条
各
号
の
施
設
ご
と
に
、
当
該
施
設
の
設
置
の

目
的
、
そ
の
運
営
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
当
該
施
設
に
関
す
る
細
分
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
細
分
に
係
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
行
政
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
五
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
大
臣
は
、
前
条
に
規
定
す
る
施
設
ご
と
に
、
当
該
施
設
の
設
置
の
目

的
、
そ
の
運
営
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
当
該
施
設
に
関
す
る
細
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
細
分
に
係
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
行
政
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
国
土
交
通
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
九
日
政
令
第
二
四
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六

十
三
年
八
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
一
〇
日
政
令
第
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
四
日
政
令
第
二
〇
一
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
及

び
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
止
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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